
区　　　分 提出いただく主な証明書

⑥収入がない者（全日制の学生
は除く。）

・居住地で発行される平成28年および平成29年分の非課税証明書
　なお、発行手数料は、自己負担となりますのでご了承ください。
＊配偶者および夜間・通信課程の学生も提出が必要です。
＊配偶者については、扶養手当の支給要件確認で所属所へ提出済みの場合は、
省略することができます。

⑦遠隔地被扶養者（別居の被扶養
者）がいる場合
※いずれも提出してください。

・継続的な仕送り状況が確認できる平成28年7月～平成30年6月までの書類（組
合員と対象被扶養者の名前が確認できる送金通知書の控え等）
・別居被扶養者の世帯全員の住民票（学生は除く。）
＊別居被扶養者に同居人があり、かつ、その者に収入がある場合は、その者の
収入のわかる書類（平成28年および平成29年の源泉徴収票、年金通知書、確
定申告書等）

⑧調査対象が父母のいずれか一
方である場合

・父母世帯全員の住民票（⑦で提出した場合は除く。）
・その者に配偶者がある場合は、配偶者の収入のわかるもの（上記⑦参照）

⑨雇用保険申請中につき「条件
付き認定」となっている者

・  雇用保険決定後の雇用保険受給資格者証（支給日額・支給状況等の記載のある
もの）の写し

　調査対象被扶養者のうち、就職または収入限度額を超過している者等については、「確認届」と「被扶養者
申告書③取消」を提出してください。併せて、被扶養者証を必ず返納してください。
　なお、被扶養者の取消日は「被扶養者の要件を欠くこととなった日」まで遡って取消となりますので、その
取消日が確認できる書類等を添付してください。
　また、調査（検認）前に収入超過した方および別居者の取消申告書を提出される方についても、平成28年
7月以降の給与明細書および仕送りを証明する書類等を提出していただきます。

　(1)給与および年金等の収入
 　　 ①60歳未満のパート、年金等の恒常的収入を得ている被扶養者で、収入金額が年額130万円以上あ

る者。ただし給与収入にあっては連続3カ月108,334円(月額)以上の者または連続する3カ月の平均が
108,334円(月額)以上の者。

 　　 ②60歳以上の公的年金受給者および障害を支給事由とする公的年金受給者である場合は、年金額を含
めて年額180万円以上ある者。ただし給与収入がある場合は、連続3カ月150,000円(年金1カ月分と
給与を合わせた月額)以上の者または連続する3カ月の平均が150,000円(年金1カ月分と給与収入を合
わせた月額)以上の者。

　(2)雇用保険失業給付等の受給
 　 　雇用保険申請中のため、条件付被扶養者として認定されている調査対象被扶養者で、受給が決定し、
雇用保険失業給付等の給付金を日額3,612円以上受給している者。

　(3)就職等
 　 　就職または稼働を開始したことにより、被扶養者の要件を欠くこととなった者。

調査（検認）による認定取消について6

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

市町村長側組合会議員及び監事の退任について
　関根孝道氏（前上里町長）が5月10日付け町長の職を退任されたことに伴い、本組合第5区市町村長側組合
会議員及び監事の職を退任されましたのでお知らせいたします。

共済だより
2018.6.June No.623

4




